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地球温暖化が社会問題となっている中、美浦村では低炭素で循環型社会の実現を推進することを目的と
して、個人の居宅に環境負荷の少ない住宅用新エネルギー・省エネルギー機器を設置する場合、もしく
は個人または事業所で低公害対策車を購入する場合に、以下のとおり補助金を支給しています。
申請予定の方は、必ず契約前・発注前にご相談ください。
※申請された補助金の総額が予算額に到達した段階で、本年度分の申請受付を終了します。
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地球温暖化対策機器設置等補助金地球温暖化対策機器設置等補助金

▼補助対象機器および補助金額
・住宅用太陽光発電システム…最大で２０万円（１ｋｗ４万円：上限５ｋｗ）
・自然循環型太陽熱温水器および強制循環型太陽熱利用システム…１基２万円
・二酸化炭素冷媒ヒートポンプ給湯器（エコキュート）…１基３万円
・家庭用天然ガスコジェネレーション（エコウィル）…１基５万円
・家庭用燃料電池（エネファーム）…１基５万円
・蓄電システム…１基５万円
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▼申請時の添付書類
・機器に係る見積書の写し　・機器の形状および規格に関する資料　
・機器の設置前の写真および機器設置場所を含む付近の地図　・村税等納付（納入）状況確認承諾書
・申請を委任する場合は委任状　・住宅用太陽光発電システムの場合はシステムの概要書
・蓄電システムの場合は、いばらきエコチャレンジの登録が確認できる書類の写し
・蓄電システムが住宅等に設置された太陽光発電設備と接続されていることが分かる書類の写し
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▼補助対象の条件
・美浦村に住所を有する方または新築して転入する予定があり完成時に美浦村に住所を有する方
・申請者みずからが契約し、機器等の所有者かつ使用者となること
・申請した日の属する年度の３月末日までに工事が終了すること
・蓄電システムの補助を受ける場合、申請者又は同一住所地に居住する者が、県が実施している
　「いばらきエコチャレンジ」に登録し、家庭での省エネの取り組みを行っていること
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▼補助対象の条件
・美浦村に１年以上住所を有する方もしくは村内に事業所を有する事業者
・申請者が自動車検査証の使用者であり、補助決定後３年間は保有できること
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▼補助対象機器および補助金額
・電気自動車（４輪以上の車）…１台１０万円　・プラグインハイブリッド車…１台５万円
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▼申請時の添付書類
・低公害対策車購入に係る見積書の写し　・法人事業者は、法人所在証明書　
・個人事業者は、申請者が営む主な事業、内容を記した書類および村内での営業活動が確認できる書類
・村税等納付（納入）状況確認承諾書　・申請を委任する場合は委任状
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再生可能エネルギーの導入に向けて
補助金制度を活用しましょう

再生可能エネルギーの導入に向けて
補助金制度を活用しましょう

【申　込】必ず申込が必要です。
　　　　　多くの方に教室へ参加していただくため、
　　　　　年間通しておひとり１コースのみの受講になります。
　　　　　各コース申込日に、保健センターまでお申込みください。
　　　　　申込受付は先着順かつ原則、ご本人またはご家族からのお申込みとさせて
　　　　　いただきます。
　　　　　（定員になり次第申込を締切りますので、お早めにお申込みください。）
【対　象】美浦村に住所を有する４０歳以上の方
【内　容】健康運動指導士による有酸素運動＋筋肉トレーニング＋簡単な講話などの集団指導
　　　　　※軽く汗をかく程度の運動強度です。足腰に不安のある方は、６５歳以上を対象とした『ますま
　　　　　　す元気教室』がおすすめです。（詳細については、今後広報などでお知らせします。）
【定　員】各コース１３名（先着順）
【会　場】美浦村保健センター
【持ち物】飲み物、汗拭き用タオル、筆記用具
【服　装】動きやすい服装
　　　　　※各コースの初回には、簡単な体組成測定や体力チェックを行います。素足になりやすい靴下
　　　　　　でお越しください。
【その他】・各回来所時に血圧を確認させていただきます。自宅で測定が可能な方は、血圧を測定してか
　　　　　　らご来所ください。
　　　　　・風邪症状のある方は体調が十分に回復してからご参加ください。
　　　　　・循環器疾患・整形外科疾患のある方は、主治医にご相談の上お申込みください。

■問合せ　健康増進課☎０２９－８８５－１８８９

令和７年度
元気アップ教室のご案内

秋コース春コースコース名 冬コース

実施日

申込期間

時　間

【実施日】

初めて参加される方も大歓迎です！
お気軽にご参加ください。


